
負担区分 サービス提供料 施設加算料※２ 居住費 食費 日用品費 預り金出納管理 合計利用料
※１ （１日あたり） （１日あたり） （１日あたり） （１日あたり） （１日あたり） （１ヶ月あたり） （３１日あたり）
1 　　０円 ０円 ０円 ０円 ５０円 １,０００円 ２,５５０円
2 　５８９円 １５７円 ３７０円 ３９０円 ５０円 １,０００円 ４９,２３６円

　５８９円 １５７円 ３７０円 ６５０円 ５０円 １,０００円 ５７,２９６円
　５８９円 １５７円 ３７０円 １，３６０円 ５０円 １,０００円 ７９,３０６円
　５８９円 １５７円 ８５５円 １，４４５円 ５０円 １,０００円 ９６,９７６円

　１,１７７円 １５７円 ８５５円 １，４４５円 ５０円 １,０００円 １１５,２０４円
　１,７６６円 １５７円 ８５５円 １，４４５円 ５０円 １,０００円 １３３,４６３円

1 　　０円 ０円 ０円 ０円 ５０円 １,０００円 ２,５５０円
2 ６５９円 １６７円 ３７０円 ３９０円 ５０円 １,０００円 ５１,７１６円

６５９円 １６７円 ３７０円 ６５０円 ５０円 １,０００円 ５９,７７６円
６５９円 １６７円 ３７０円 １，３６０円 ５０円 １,０００円 ８１,７８６円
６５９円 １６７円 ８５５円 １，４４５円 ５０円 １,０００円 ９９,４５６円

　１,３１７円 １６７円 ８５５円 １，４４５円 ５０円 １,０００円 １１９,８５４円
　１,９７５円 １６７円 ８５５円 １，４４５円 ５０円 １,０００円 １４０,２５２円

1 　　０円 ０円 ０円 ０円 ５０円 １,０００円 ２,５５０円
2 ７３２円 １７６円 ３７０円 ３９０円 ５０円 １,０００円 ５４,２５８円

７３２円 １７６円 ３７０円 ６５０円 ５０円 １,０００円 ６２,３１８円
７３２円 １７６円 ３７０円 １，３６０円 ５０円 １,０００円 ８４,３２８円
７３２円 １７６円 ８５５円 １，４４５円 ５０円 １,０００円 １０１,９９８円

　１,４６３円 １７６円 ８５５円 １，４４５円 ５０円 １,０００円 １２４,６５９円
　２,１９４円 １７６円 ８５５円 １，４４５円 ５０円 １,０００円 １４７,３２０円

1 　　０円 ０円 ０円 ０円 ５０円 １,０００円 ２,５５０円
2 ８０１円 １８４円 ３７０円 ３９０円 ５０円 １,０００円 ５６,６４５円

８０１円 １８４円 ３７０円 ６５０円 ５０円 １,０００円 ６４,７０５円
８０１円 １８４円 ３７０円 １，３６０円 ５０円 １,０００円 ８６,０６４円
８０１円 １８４円 ８５５円 １，４４５円 ５０円 １,０００円 １０４,３８５円

　１,６０２円 １８４円 ８５５円 １，４４５円 ５０円 １,０００円 １２９,２１６円
　２,４０３円 １８４円 ８５５円 １，４４５円 ５０円 １,０００円 １５４,０４７円

1 　　０円 ０円 ０円 ０円 ５０円 １,０００円 ２,５５０円
2 ８７０円 １９２円 ３７０円 ３９０円 ５０円 １,０００円 ５９,０３２円

８７０円 １９２円 ３７０円 ６５０円 ５０円 １,０００円 ６７,０９２円
８７０円 １９２円 ３７０円 １，３６０円 ５０円 １,０００円 ８９,１０２円
８７０円 １９２円 ８５５円 １，４４５円 ５０円 １,０００円 １０６,７７２円

　１,７４０円 １９２円 ８５５円 １，４４５円 ５０円 １,０００円 １３３,７４２円
　２,６１０円 １９２円 ８５５円 １，４４５円 ５０円 １,０００円 １６０,７１２円

4
（下段は２割、３割負担）

3
（712単位）

4
（下段は２割、３割負担）

2
（641単位）

3

3

基　本　利　用　料　一　覧　表

要介護度

令和　５ 年 ４月 １日現在                                                     （　施　設　利　用　者　）  

　     サービス提供料及び加算料については小数点以下の端数があるため、ご利用日数により合計金額が若干変わります。

4
（下段は２割、３割負担）

　※２ 施設加算料とは日常生活継続支援加算・看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等

4
（780単位）

5
（847単位）

3

3

　※３ 令和３年４月から「科学的介護推進体制加算」として１ヶ月あたり５２円が加算されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（施設入所）

1
（573単位）

4
（下段は２割、３割負担）

        支援加算で、それぞれ国の基準を満たした施設に加算されるものです。

　※１ 負担区分は各市町村で「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることにより決定します。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4
（下段は２割、３割負担）

3


